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　縦覧制度とは、納税者が他の土地や家屋の評価額に
ついて確認することにより、所有されている土地や家
屋の評価額が適正であるかを判断できる制度です。
■縦覧期間

４月１日水から第１期の納期限まで（土日㊗を除く）
８時30分～17時

■縦覧できるもの
◦土地価格等縦覧帳簿
　（所在、地番、地目、地積、価格が記載）
◦家屋価格等縦覧帳簿
　（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載）

　平成30年度住民税非課税世帯に係る義援金の申請
受付は令和２年３月31日火をもって終了します。
　申請がお済みでない方は必要書類を揃えて期限まで
にご提出ください。対象と思われる方には昨年４月上
旬に通知をしておりますのでご確認ください。

■申請に必要なもの
❶非課税世帯に係る義援金申請書❷印鑑❸り災証明書
❹義援金振込口座の通帳またはキャッシュカード
❺住民税課税証明書（平成30年度）※1

※1 平成30年１月１日時点で御船町に住民票がある
方は不要です。

　離婚をした場合、二人の婚姻期間について、厚生年
金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金
額を二人で分割できます。離婚後２年以内に手続きを
行っていただく必要があるので、お早めに熊本東年金
事務所までご相談ください。

■熊本東年金事務所
　　熊本市東区東町 4-6-41　☎３６７－２５０３

　３月20日に開催を予定
していました吉無田高原春
のMTBトレイルライド吉
無田「森の学校」は、新型
コロナウイルス感染症の感
染拡大を防ぐため、開催中
止を決定いたしました。

その他、確認に必要な書類を別途求める場合があり
ます。

■縦覧場所　　役場税務課窓口
■縦覧できる対象者
　各縦覧帳簿に記載されている土地・家屋を所有して
いる納税者（※ただし、土地（家屋）だけの納税者は、
家屋（土地）の縦覧はできません）
　それ以外の人が縦覧する場合は、納税者発行の委任
状が必要になります。
◦【本人】印鑑・本人確認ができるもの（運転免許証・

健康保険証など）
◦【代理人】委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認

ができるもの

■必要書類
❶被災代替家屋特例申告書
❷り災証明書
❸被災家屋が存したことを証する書類
※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、

別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要です。
❹被災家屋を処分されていることがわかる書類
◦解体契約書（写）、売買契約書（写）、解体完了通

知書（写）等
❺相続人に該当する旨を証する書類（相続人の場合）
❻合併法人又は分割承継法人であることを証する書類
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただ

く場合もあります。

■特例対象者
❶被災家屋の所有者（共有名義の場合は、共有者を含む）
❷被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
❸代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
❹被災家屋の所有者が法人である場合、合併後存続する法人若し

くは合併により設立された法人又は分割に係る分割承継法人
※「被災家屋の所有者」とは、平成28年４月14日

現在の所有者をいう。

■被災家屋の要件
　り災証明書の判定が半壊以上で取壊し、または売却
等の処分がなされていること（一部損壊の家屋につい
ては被災家屋を取壊した場合対象）

■代替（適用対象）家屋の要件
　被災家屋に代わるものとして取得（中古含む）した家屋
※種類（用途）又は使用目的が同一であるもの

■取得期限
　平成28年４月14日～令和３年３月31日に取得した家屋

■減免対象範囲
　代替家屋を取得した年の翌年から４年度分に限り、
被災家屋の床面積相当分の固定資産税額を２分の１

　熊本地震により、滅失または損壊した家屋（以下「被
災家屋」という）の所有者等が、被災家屋に代わる家屋（以
下「代替家屋」という）を新たに取得した場合には、次
のような特例措置が設けられました。

■申請期限
　　　　　令和２年３月31日火まで
　　　　　　　　　　　　　（※役場閉庁日を除く）
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被害の程度 全壊・解体 半壊（大規模半壊含む）

配分金額 20万円 10万円

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大を防ぐため、３月29日日
に開催を予定しておりました、ブ
ルック像除幕式は、開催延期を決
定いたしました。
　開催を楽しみにされていた皆さ
まには、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いい
たします。
※延期の日程につきましては、現

時点では未定ですので、決まり
次第、町ホームページ・広報み
ふね等でお知らせいたします。

　 ４月18日・19日 に
開催を予定していまし
た吉無田MTBフェス
タCJくまもと吉無田
国際は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡
大を防ぐため、開催中
止を決定いたしまし
た。
　開催を楽しみにされ
ていた皆さまにはご迷
惑をおかけしますが、
ご理解いただきますよ
うお願いいたします。

　新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、確
定申告等の期限が４月16日木まで延長されることが国
税庁から発表されました。

　御船町の申告会場の開設期間は、お知らせしていた
とおり、３月16日月までとなりますので、ご注意くだ
さい。
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土地・家屋などの縦覧帳簿の縦覧について

【３月16日月まで】申告受付期間について非課税世帯に係る義援金の申請受付終了について

問　税務課　課税係　☎２８２－１１１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問　税務課　課税係　☎２８２－１１１４問　復興課　復興推進係　☎２８２－１７０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問　熊本東年金事務所　☎３６７－２５０３

問　商工観光課　商工観光係　☎２８２－１２２６

熊本地震にかかる被災代替家屋に対する固定資産税の特例について

離婚時の年金分割制度について

「ONE PIECE 麦わらの一味」
ブルック像除幕式の延期のお知らせ

問　税務課　課税係　☎２８２－１１１４

吉無田高原春のMTBトレイルライド
「森の学校」の開催中止のお知らせ

吉無田ＭＴＢフェスタＣＪくまもと
吉無田国際の開催中止のお知らせ


